
 

文部科学省科学研究費等の公的研究資金に関する事務取扱要領 

 

 この要領は、文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施

基準）」に基づき、文部科学省等の公的研究資金（以下「外部資金等」という。）の適正な執行・

管理を確保するため、必要な事項を制定するものとする。 

 

１ 「外部資金等」にかかる執行・管理 

外部資金等の執行にあたっては、特に定めのない限り、公益財団法人ひょうご震災記念

21 世紀研究機構（以下「機構」という。）の定款（以下「定款」という。）及び決裁規程（以

下「決裁規程」という。）並びに会計規程（以下「会計規程」という。）のほか諸規定の定め

によることとする。 

 

２ 責任体系 

 (1) 管理責任者の設置 

① 競争的資金等の運営・管理を適正に行うため、機構に「最高管理責任者」及び「統括

管理責任者」を置く。 

② 「最高管理責任者」は、機構全体を統括し、外部資金等の運営・管理について最終責

任を負う。 

③ 「統括管理責任者」は、最高管理責任者を補佐し、外部資金等の運営・管理について

機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。 

④ 「コンプライアンス推進責任者」は、部局における外部資金等の運営・管理について

実質的な責任と権限を持つ。 

(2) 最高管理責任者 

定款第 26 条第 2 項の規定に基づき、理事長を最高管理責任者とする。 

(3) 統括管理責任者 

定款第 33 条第 2 項の規定に基づき、事務局長を統括管理責任者とする。 

(4) 部局責任者 

組織規定第 22 条に基づき、本部長、センター長をコンプライアンス推進責任者とする。 

 

３ 適切な運営・管理の基礎となる環境の整備 

(1) ルールの周知 

外部資金のルールについては、毎年、説明会を開催し、その周知を図ることとする。 

(2) 事務手続きに関する相談窓口 

 機構全体の総括的な相談窓口は、管理部財務課とする。 

(3) 職務権限の明確化 

① 研究者と事務職員の権限と責任を明確にすることとし、以下のとおりとする。 

研究会の開催日程の調整や必要な物品の選定等研究に関する事項は、原則として、研究

者が立案のうえ決裁を経て執行することとする。 

謝金・旅費の算出、物品の発注・検収、支払いに関する事項は、原則として、事務職員

が行うこととする。 



 

② 職務分掌規程については、決裁規程、会計規程を適用する。 

③ 行動規範については、公益財団法人ひょうご震災記念２１世紀研究機構就業規程（以下

「就業規程」という。）を適用する。上級研究員、非常勤研究員等、就業規程の適用を受

けない者の行動規範については、この定めにより就業規程を準用することとする。 

(4) 不正に係る調査の手続き等について 

不正に係る調査の手続き等については、懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を定め

た就業規程を準用することとする。 

 

４ 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

(1) 防止計画推進部署は、管理部財務課とする。 

(2) 不正防止計画については、防止計画推進部署が中心となり策定することとする。 

(3) 管理部財務課は、監事との連携により、外部資金等についても内部監査の対象とし、不正

防止に努めるものとする。 

 

５ 通報（告発）窓口 

 (1)  公的研究費の不正使用に関し、機構内外から通報（告発）を受ける通報窓口を設置する。 

(2) 通報（告発）の受付窓口は、管理部財務課とする。 

(3)  機構内外から通報を受けた場合、管理部財務課長は最高管理責任者及び統括管理責任者に

速やかに報告するものとする。 

(4) 最高管理責任者及び統括管理責任者は、通報の受付から 30 日以内に内容の合理性を確認

し調査の要否を判断し、調査の要否を配分機関に報告するものとする。 

 

 

６ 調査委員会 

 (1) 前項(4)において、受け付けた通報に調査の必要があると判断した場合は、調査委員会を設

置し、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等に

ついての調査を実施するものとする。 

(2) 調査委員会は、最高管理責任者、統括管理責任者、統括管理副責任者、コンプライアンス

推進責任者、最高管理責任者が指名する外部有識者（弁護士、公認会計士等）から構成する

ものとする。 

 (3) 前項の外部有識者は当機構及び告発者、被告発者と直接の利害を有しないものとする。 

(4) 調査委員会は、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告、協議するものと

する。 

 (5) 調査委員会は、必要に応じて、調査対象となっている公的研究費の執行停止を命じること

ができるものとする。 

 (6) 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の

相当額等について認定することとする。 

 (7) 調査委員会は、前項の認定に基づき通報の受付日より210日以内に、調査結果、不正発生

要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防

止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。期限までに調査が完了しない



 

場合は、中間報告を配分機関に提出することとする。 

 (8) 調査委員会は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも認定された場合は、速やか

に認定し、配分機関に報告するものとする。 

 (9) 調査委員会は、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進捗状況及び調

査の中間報告を配分機関に提出することとする。また、調査に支障がある等、正当な事由が

ある場合を除き、当該事案に係る配分機関への資料の提出又は閲覧、現地調査に応じること

とする。 

 

７ 研究費の適切な運営・管理 

 (1) 研究費の執行に当たっては、機構の決裁規程、会計規程による決裁をもって行う。 

(2) 執行状況の把握については、機構の他の事業と同じく執行管理表の作成をもって行う。 

(3) 物品の発注に当たっては、その選定を研究員が行い、発注・検収（納品書保管）・支払は

事務担当部署で行うものとする。 

(4) 取得した物品は機構に帰属するものとし、研究者個人を交付申請者として交付された資金

であっても、物品の取得と同時に機構に寄附されたものとみなす。 

これら物品のうち機構の資産となるものについては、会計規程の定めるところにより、適

正に管理されなければならない。 

(5) 非常勤研究員、研究補助者等非常勤雇用者の勤務状況（出勤簿）については、事務担当部

署責任者が管理するものとする。 

(6) 不正な取引に関与した業者については、県の取扱いに準じ、入札指名業者から抹消するも

のとする。 

(7) 研究者の出張については、事前に旅行命令権者による命令を必要とし、出張行程表及び復

命書の提出を義務づけるものとする。なお、航空機を利用した出張については、県旅費条例

に準じ、航空運賃を確認できる資料（領収書及び航空券の半券等）の提出を義務づけること

とする。 

 

８ 情報の伝達を確保する体制の確立 

(1) 外部資金等に関する情報の研究者への伝達については、下記の部署が行う。 

① 研究調査本部：研究調査部調査課 

② 人と防災未来センター：事業部普及課 

③ こころのケアセンター：事業部事業課 

④ 学術交流センター：学術交流部交流推進課 

 

９ モニタリング体制 

(1) 外部資金等については、機構の他の事業と同じく内部監査及び外部監査の対象とする。 

(2)  内部監査は、機構における公的研究費の適正な執行を確保するため、最高管理責任者直

轄の監査部門を管理部財務課に設置してこれを実施する。 

  (3) 内部監査は、機構監査計画に基づき、定期的に行うものとする。 

   (4) 監査部門は、次の各号に定める内部監査業務を行うものとする。  

① 兵庫県及び機構並びに配分機関の規程等に基づき、適正に管理、執行されているかを検証



 

する。 

② 機構において公的研究費の不正使用等を発生させる要因を分析し、監査計画の立案・見直

しを行う。 

③ 不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリス

クアプローチ監査を実施する。 

 

附則 

この要領は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

 


